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　　　告　示
　○都市計画事業の認可（１７６・秋田地域振興局建設部）………………………………………………………………１
　　　公　告
　○特定調達契約に係る随意契約の相手方の決定（情報企画課）…………………………………………………………１
　○土地改良区の定款変更の認可（山本地域振興局農林部）………………………………………………………………２
　○県営土地改良事業計画の決定（由利地域振興局農林部）………………………………………………………………２
　　　教育委員会告示
　○教育委員会会議の開催（１１・教育庁総務課）…………………………………………………………………………２
　　　選挙管理委員会告示
　○政治団体の設立の届出（３６）……………………………………………………………………………………………２
　○政治団体の届出事項に異動があった旨の届出（３７）…………………………………………………………………３
　○政治団体の解散の届出（３８）……………………………………………………………………………………………４
　○政治団体の収支に関する報告書（３９）…………………………………………………………………………………４
　○公職の候補者の資金管理団体の異動の届出（４０）……………………………………………………………………５
　　　公安委員会告示
　○犯罪被害者等早期援助団体の指定に係る変更（３９・警務課）………………………………………………………６

秋田県告示第176号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、
同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定に基づき、次のとおり告示する。
　　平成23年４月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　施行者の名称　秋田市
２　都市計画事業の種類及び名称
　　秋田都市計画下水道事業　秋田市公共下水道（下浜南処理区）
３　事業施行期間
　　平成３年８月13日から平成29年３月31日まで
４　事業地
　⑴　収用の部分
　　　平成３年秋田県告示第562号、平成11年秋田県告示第694号及び平成17年秋田県告示第418号の事業地に、秋田市

下浜羽川字横長根及び字下野の一部を加え、字水垂地内において事業地を変更する。
　⑵　使用の部分
　　　変更なし

　特定調達契約について次のとおり随意契約の相手方を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続
の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第11条の規定に基づき、公告する。
　　平成23年４月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　契約に係る特定役務の名称及び数量
　　秋田県物品調達システムで使用する機器の調達及び保守委託業務　　１式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
　　企画振興部情報企画課　　秋田市山王三丁目１番１号

■　目　次　■

公 告
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３　契約の相手方を決定した日
　　平成23年３月23日
４　契約の相手方の名称及び住所
　　ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社　東北支店
　　宮城県仙台市青葉区中央四丁目６番１号
５　契約金額
　　月額　828,450円
６　随意契約の理由
　　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第８号に該当
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、三種町浜口土地改良区から申請があった定款変更
について、平成23年３月28日認可したので、同条第３項の規定に基づき、公告する。
　　平成23年４月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により、由利本荘市大谷字冷尻24番小助川洋一ほか14名か
ら申請があった県営土地改良事業の施行に係る土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定に基づき、公告し、
次のとおり縦覧に供する。
　　平成23年４月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　縦覧に供すべき書類の名称　県営土地改良事業（大谷地区水田農業経営確立排水対策特別事業）計画書の写し
２　縦覧期間　平成23年４月６日から同年５月９日まで
３　縦覧場所　由利本荘市大内総合支所

秋田県教育委員会告示第11号
　次のとおり教育委員会会議を開催する。
　　平成23年４月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県教育委員会委員長　北　林　真知子　
１　日時
　　平成23年４月７日午後４時10分
２　場所
　　教育委員会委員室
３　案件
　⑴　県費負担教職員の定数を定める規則の一部を改正する規則案について
　⑵　平成23年度秋田県教科用図書選定審議会委員の任命について
　⑶　その他

秋選管告示第36号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定により、平成23年２月１日から同月28日までの間に次
の政治団体から設立の届出があったので、同法第７条の２第１項の規定に基づき、告示する。
　　平成23年４月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一　
１　その他の政治団体
　イ　国会議員関係政治団体以外の政治団体

教 育 委 員 会 告 示

選挙管理委員会告示

政治団体の名称 代表者氏名 会計責任者氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日

松坂としえつ後援会 冨　樫　　　茂 小　林　鉄　美 大館市川口字深沢岱79−15 平成23年２月８日
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋選管告示第37号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条の規定により、平成23年２月１日から同月28日までの間に次の政治
団体から届出事項に異動があった旨の届出があったので、同法第７条の２第１項の規定に基づき、告示する。
　　平成23年４月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一　
１　政党

２　その他の政治団体

伊藤敏夫後援会 田　中　正　雄 伊　藤　勝　義 北秋田郡上小阿仁村小沢田字釜渕12
番２ 平成23年２月14日

津谷さとし後援会 進　藤　　　蓮 津　谷　はるみ 秋田市寺内後城11番３号 平成23年２月16日

阿部文男後援会 高　橋　　　清 阿　部　文　男 大館市有浦四丁目８−８ 平成23年２月23日

政治団体の名称 異動事項
内　　　　　　容

届出年月日
新 旧

自由民主党比内支部 主たる事務所の
所 在 地

大館市比内町扇田字中扇田
36番地１

大館市比内町扇田字白砂
142番地 平成23年２月22日

自由民主党由利本荘
市鳥海町支部

主たる事務所の
所 在 地

由利本荘市鳥海町下川内字
泥ノ木台48

由利本荘市鳥海町上川内字
下田表32−３ 平成23年２月28日

政治団体の名称 異動事項
内　　　　　　容

届出年月日
新 旧

堀井克見後援会 主たる事務所の
所 在 地 潟上市天王字持谷地３の４ 潟上市天王字持谷地１の78 平成23年２月１日

北林康司後援会 代 表 者 赤　坂　栄　紀 高　橋　良　慥 平成23年２月10日

菅原こうじ後援会 主たる事務所の
所 在 地

男鹿市船川港船川字外ケ沢
124−１

男鹿市脇本脇本字前野１−
１ 平成23年２月10日

土谷勝悦後援会 主たる事務所の
所 在 地

横手市十文字町梨木字羽場
下66−８

横手市十文字町睦合字川前
170 平成23年２月10日

伊藤秋雄後援会 代 表 者 伊　藤　幸　雄 伊　藤　昭　二 平成23年２月16日

小林ひろあき後援会 会 計 責 任 者 小　林　　　進 小　林　修　治 平成23年２月16日

たけだ浩人後援会 会 計 責 任 者 藤　田　冨美雄 原　田　醇　一 平成23年２月17日

我妻けい子後援会
代 表 者 鈴　木　　　望 地　主　あや子

平成23年２月17日
会 計 責 任 者 髙　橋　　　肇 鈴　木　　　望

くろさき一紀後援会

主たる事務所の
所 在 地 秋田市南通築地１番９号 秋田市雄和椿川字長者屋敷

48番地８
平成23年２月18日

代 表 者 三　浦　宗　博 東海林　悟　郎

佐々木三知夫私設応
援団

政治団体の名称 佐々木三知夫私設応援団 佐々木三知夫後援会

平成23年２月18日

主たる事務所の
所 在 地

由利本荘市新田字松ノ木台
28番地１

由利本荘市岩谷町字大宮田
312−５

代 表 者 柴　田　善　彦 佐々木　　　隆

会 計 責 任 者 宮　塚　和　男 成　田　重　文
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋選管告示第38号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により、平成23年２月１日から同月28日までの間に次
の政治団体から解散の届出があったので、同条第３項の規定に基づき、告示する。
　　平成23年４月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一
１　その他の政治団体

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋選管告示第39号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により、政治団体から収支に関する報告書が提出され
たので、同法第20条第１項の規定に基づき、その要旨を公表する。
　　平成23年４月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一　
Ⅰ　種類　政治資金規正法第17条第１項の規定による報告書
Ⅱ　報告書の要旨
１　収入及び支出のある団体
　⑴　その他の政治団体
　　　政治団体の名称　田崎宏一後援会（平成23年分）
　　　報告年月日　平成23年２月３日
　　　ア　収入・支出の総額
　　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000円
　　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000円
　　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　　　政治団体の名称　ほんどう敏夫後援会（平成22年分）
　　　報告年月日　平成23年２月18日
　　　ア　収入・支出の総額
　　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112,229円
　　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,269円
　　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,960円
　　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112,229円
　　　イ　収入・支出の内訳
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石川富三後援会 会 計 責 任 者 山　田　鐵　男 北　嶋　兵　作 平成23年２月21日

佐藤よしただ後援会 主たる事務所の
所 在 地 大館市字大町３ 大館市二井田字中台15−82 平成23年２月21日

全国小売酒販政治連
盟秋田県支部 会 計 責 任 者 白　石　稲　子 白　山　孝　男 平成23年２月21日

船木正博後援会 主たる事務所の
所 在 地 男鹿市船越字八郎谷地106 男鹿市船越字寺後24−３ 平成23年２月21日

秋田県環衛団体政治
連盟 会 計 責 任 者 幡　江　健　志 齊　藤　育　雄 平成23年２月23日

栗田けんいち後援会 主たる事務所の
所 在 地

横手市大屋新町字堂ノ前38
−１

横手市大屋寺内字堀ノ内
344 平成23年２月25日

菅原こうじ後援会 会 計 責 任 者 明　石　千代末 三　浦　一　昭 平成23年２月28日

政治団体の名称 代表者氏名 解散年月日 届出年月日
田崎宏一後援会 田　崎　宏　一 平成23年２月３日 平成23年２月３日
伊藤ひろし後援会 伊　藤　良　勝 平成22年12月31日 平成23年２月９日
杉本博治後援会 杉　本　永　藏 平成22年12月20日 平成23年２月18日
ほんどう敏夫後援会 宮　崎　健　一 平成22年12月31日 平成23年２月18日
秋田全英会 佐　藤　　　誠 平成23年２月６日 平成23年２月22日
松田國太郎を励ます会 鎌　田　吉　郎 平成22年12月27日 平成23年２月24日
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　　　　ア　収入の内訳
　　　　　　　個人の負担する党費又は会費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 97,500円
　　　　　　　員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 144人
　　　　　　　寄附　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,460円
　　　　　　　　個人からの寄附　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,460円
　　　　　　　　　その他の寄附　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,460円
　　　　　　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,960円
　　　　イ　支出の内訳
　　　　　　　経常経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 700円
　　　　　　　　備品・消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 700円
　　　　　　　政治活動費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111,529円
　　　　　　　　組織活動費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 98,514円
　　　　　　　　機関紙誌の発行その他の事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,015円
　　　　　　　　　機関紙誌の発行事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,015円
　　　　　　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112,229円
　　　政治団体の名称　松田國太郎を励ます会（平成22年分）
　　　報告年月日　平成23年２月24日
　　　ア　収入・支出の総額
　　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 474,681円
　　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 402,629円
　　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,052円
　　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 130,000円
　　　イ　収入・支出の内訳
　　　　ア　収入の内訳
　　　　　　　機関紙誌の発行その他の事業による収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,000円
　　　　　　　　その他の催物事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,000円
　　　　　　　その他の収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52円
　　　　　　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,052円
　　　　イ　支出の内訳
　　　　　　　政治活動費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 130,000円
　　　　　　　　機関紙誌の発行その他の事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 130,000円
　　　　　　　　　その他の事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 130,000円
　　　　　　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 130,000円
２　収入及び支出のない団体
　⑴　その他の政治団体

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋選管告示第40号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定により、次の公職の候補者から資金管理団体の届出事
項の異動の届出があったので、法第19条の２第１項の規定に基づき、告示する。
　　平成23年４月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一

政　治　団　体　の　名　称 報 告 年 月 日

伊藤ひろし後援会（平成22年分） 平成23年２月９日

杉本博治後援会（平成22年分） 平成23年２月18日

秋田全英会（平成23年分） 平成23年２月22日

資金管理団体の
届出事項の異動
の届出をした者
の氏名

公職の種類
資金管理団
体の名称

異動事項
内　　　　　　容

届出年月日
新 旧
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公 安 委 員 会 告 示

秋田県公安委員会告示第39号
　犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成14年国家公安委員会規則第１号)第３条第１項の規定により、犯罪被害
者等早期援助団体から次のとおり変更の届出があったので、同条第３項の規定に基づき、公示する。
　　平成23年４月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県公安委員会委員長　芳　賀　京　子

菅原　広二 秋田県議会議
員

菅原こうじ
後援会

主たる事務所
の所在地

男鹿市船川港船
川字外ケ沢124
−１

男鹿市脇本脇本
字前野１−１ 平成23年２月10日

土谷　勝悦 秋田県議会議
員

土谷勝悦後
援会

主たる事務所
の所在地

横手市十文字町
梨木字羽場下66
−８

横手市十文字町
睦合字川前170 平成23年２月10日

船木　正博 秋田県議会議
員

船木正博後
援会

公職の種類 秋田県議会議員 男鹿市議会議員
平成23年２月21日

主たる事務所
の所在地

男鹿市船越字八
郎谷地106

男鹿市船越字寺
後24−３

犯 罪 被 害 者 等
早期援助団体の名称

変更事項 変更前 変更後 変更年月日

社団法人秋田被害者
支援センター

住所 秋田市中通五丁目１番51号 秋田市旭北栄町１番５号
平成23年
４月１日

援助事業を行う
事務所の所在地

秋田市中通五丁目１番51号 秋田市旭北栄町１番５号
平成23年
４月１日
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